
軽自動車税に係る減免該当確認フロ－チャ－ト

※納税義務者がリース会社の車両については減免該当しません。

※所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証等の使用者欄に記載された方を所有(取得)者とみなします。
※生計を一にする者とは、一般的には生活をともにするものが該当します。
（ただし、別居でも専ら障害者のために利用される車であれば該当します。）

車 の 所 有 者

障   害   者   本   人 障害者と生計を一にする者

軽自動車税(種別割)減免対象障害表に該当する

・障害者が学生
　　または生徒

・身障手帳　１・２級

・戦傷病者
　　特項～３項

・療育手帳A

・精神障害１級同等

・障害者が１８歳未満
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